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１ 土木建築局の取組

豪雨災害からの復旧・復興

②平成30年７月豪雨に伴う公共土木施設の災害復旧事業が概ね完了した。

③道路や斜面の崩壊等が発生した呉環状線（天応～焼山間）の約１．２ｋｍ区間において、令
和５年３月末をもって災害関連事業が完了した。甚大な浸水被害が発生した沼田川水系及び
ひよき川については、平成30年７月豪雨と同規模の出水に対応した施設の整備が完了した。
また、土砂災害により甚大な被害が発生した箇所における再度災害防止事業（激特事業等）
については、令和４年度末までに約５割の再度災害防止にかかる施設整備を完了した。

（1）令和４年度土木建築局の主な取組

① 応急仮設住宅等の仮住居の解消
② 災害復旧事業が概ね完了
③ 再度災害防止対策の推進

① Ｒ５.２
② Ｒ５.３
③ Ｒ５.３

①応急仮設住宅等の仮住居について、入居者の住宅再建が終了し、すべて解消となった。供与
を終了する建設型応急住宅（平成ヶ浜東公園応急仮設団地）については、解体撤去及び公園
の現状復旧に着手した。

平成30年７月豪雨や令和３年７月・８月豪雨など、県内各所で豪雨等による水害や土砂災害が発生
し、甚大な被害が生じた。

県では、被災地における災害復旧事業や改良復旧事業による再度災害防止対策に最優先で取り組む
とともに、被災者の住宅再建に向けた支援など、一日も早い日常を取り戻すための取組を推進してい
る。

【平成30年７月豪雨対応】

激特事業完成箇所

呉環状線災害関連事業完了

沼田川における再度災害防止に係る施設整備の完了
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「令和３年豪雨 改良復旧プロジェクト」の推進 Ｒ５.３

・甚大な浸水被害が発生した多治比川や本川等の県内６河川については、早期の治水安全度
の向上を目指し、対策の実施区間や手法等を「令和３年豪雨 改良復旧プロジェクト」とし
てとりまとめ、河川改良復旧による再度災害防止対策を推進している。このうち、二級河
川沼田川水系天井川においては令和５年３月に完了した。

【令和３年７月・８月豪雨対応】

・平成30年７月豪雨や令和３年７・８月豪雨等において大規模な浸水被害が発生した本川流
域及び江の川上流域を特定都市河川流域として指定した。また、本川流域において総合的
に浸水被害対策を推進するための「本川流域水害対策計画」を策定した。

① 本川流域及び江の川流域を特定都市河川流域に指定
② 本川流域水害対策計画の策定

【流域治水の推進】

①Ｒ４.７.25
②Ｒ５.３.31

本川流域及び江の川流域を特定都市河川流域に指定

二級河川沼田川水系天井川における改良復旧の完了
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① 広島空港の国際線復便（広島－台北線運航再開）
② 外国船クルーズ客船の寄港再開

① Ｒ５.１.４
② Ｒ５.３.８

ウィズ・アフターコロナにおける社会・経済の発展的回復

①新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け休止していた広島空港の国際線が、約２年９
ヶ月ぶりに一部再開した。

②新型コロナウイルスの感染拡大の影響で停止していた外国船クルーズ客船の寄港を、約
３年３ヶ月ぶりに再開した。

広島空港国際線運航再開

① ドローン等を活用した施設点検の高度化・効率化 ① Ｒ４.４～

・橋梁・砂防堰堤等において、点検マニュアル等を改訂し、ドローンを活用した施設点検を
開始した。また、河川管理の高度化・効率化に向け、堤防の亀裂や洗堀等の変状箇所の抽
出など、ドローンを活用した河川巡視・点検の実現性や導入効果を検証する実証実験を実
施した（沼田川、菅川）。さらに、除石管理型及び透過型の砂防堰堤を対象に、遠隔から
の監視カメラによる施設点検の試行に着手した。

ドローンによる橋梁点検の実施 監視カメラの撮影画像表示イメージ

デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）の推進

土木建築局では建設分野における調査、設計、施工から維持管理のあらゆる段階において、デジタ
ル技術を最大限に活用し、官民が連携して公共土木施設等のインフラをより効果的・効率的にマネジ
メントするため、「広島デジフラ構想」に基づき取組を推進している。

外国船クルーズ客船寄港再開
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② Ｒ４.６.27
③ Ｒ４.６.28

⑤建設事業者のデジタルリテラシー向上に向けた取組として、３次元データの取扱い方など
を習得するための研修を開始した。

③公共土木施設等のあらゆる情報を一元化・オープンデータ化し、外部システム等とのデー
タ連携を可能とするインフラマネジメント基盤「ＤｏｂｏＸ」を運用開始した。

② ＡＲを活用した土砂災害リスクの可視化
③ インフラマネジメント基盤「ＤｏｂｏＸ」の運用開始

⑥特定建築物等の定期報告のオンラインによる受付を開始した。

ＤｏｂｏＸ トップページ

④ Ｒ４.９.13

⑤ Ｒ５.１～
⑥ Ｒ５.３.１

②ＡＲ技術を活用し、周囲の土砂災害警戒区域等をスマートフォンのカメラ映像に重ねて表
示する機能を運用開始した。

④ひろしま空き家バンクＨＰ「みんと。」において、ウェブ上でリアルな内覧が可能となる
ＶＲを用いた物件閲覧機能を新たに実装した。

④ ひろしま空き家バンクＨＰ「みんと。」に、
ＶＲを用いた物件閲覧機能を新たに実装

⑤ 「ＩＣＴチャレンジ実践講座」の開催
⑥ 建築関連業務等のオンライン申請

「みんと。」ＶＲ閲覧機能

土砂災害警戒区域等のＡＲ表示
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道路ネットワークの充実・強化

② Ｒ４.７.15② 「道の駅」西条のん太の酒蔵開業

・県内21番目の「道の駅」となる 西条のん太
の酒蔵 が令和４年７月15日に開業した。

・一般国道487号（小用バイパス）を
令和４年６月に供用開始した。

① 一般国道487号（小用バイパス）供用開始 ① Ｒ４.６.16

③ Ｒ４.７.29
④ Ｒ４.９.30

③ 一般国道317号（新青影トンネル）供用開始
④ 加計スマートＩＣ（フル化）が準備段階調査箇所に選定

④加計スマートIC（フル化）が準備段階調査箇所に選定された。

③一般国道317号（新青影トンネル）を令和４年７月に供用開始した。

一般国道317号（新青影トンネル）供用開始
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・一般国道314号東城バイパス２工区（１期）を
令和４年12月に供用開始した。

⑤ Ｒ４.12.６⑤ 一般国道314号東城バイパス２工区（１期） 供用開始

・一般国道２号東広島・安芸バイパスが全線開
通した。

⑥ 一般国道２号東広島・安芸バイパス全線開通 ⑥ Ｒ５.３.19

⑦ Ｒ５.３.26
⑧ Ｒ５.３.31
⑨ Ｒ５.３.31

⑧一般国道２号西条バイパス（下三永～八本松）の４車線化の事業化が決定した。

⑦一般国道375号（鳴瀬清流トンネル）を令和５年３月に供用開始した。

⑦ 一般国道375号 鳴瀬清流トンネル供用開始
⑧ 一般国道２号西条バイパス（下三永～八本松）の新規事業化
⑨ 一般国道２号コネクトパーキング宮島の新規事業化

⑨一般国道２号コネクトパーキング宮島の事業化が決定した。

一般国道375号 鳴瀬清流トンネル供用開始
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観光振興に資する基盤整備

①「広島県自転車の活用の推進及び安全で適正な利用の促進に
関する条例」の一部施行

② 主要地方道鞆松永線鞆未来トンネル 安全祈願祭及び
命名式の開催

③ 県道厳島公園線における歩行者利便増進道路
（通称:ほこみち）の指定

④ 厳島港宮島口地区の整備

① Ｒ４.10.６

② Ｒ４.12.３

③ Ｒ５.３.１

④ Ｒ５.３.１

③県道厳島公園線について、事業主体の創意工夫によって賑わいのある空間づくりが可能となる
「歩行者利便増進道路」を県管理道路として、初の指定を行った。

①県民が安心して暮らし、活力ある地域社会の実現に向け、自転車の活用の推進及び安全で適正
な利用の促進を総合的に図るため、「広島県自転車の活用の推進及び安全で適正な利用の促進
に関する条例」を令和４年10月６日に一部施行した（自転車保険加入の義務化については、令
和５年４月１日施行）。

②主要地方道鞆松永線に係るトンネル工事の安全祈願祭及びトンネル名称命名式を開催した。

④厳島港宮島口地区において、交通渋滞や駐車場不足の解消を図るために整備を進めてきたアク
セス道路を部分供用し、併せて立体駐車場の供用を開始した。

鞆未来トンネル 命名式鞆未来トンネル 安全祈願祭鍬入れ

厳島港宮島口地区
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みなと環境の整備

① ベイサイドビーチ坂の管理運営方法の変更
② 観音マリーナ海浜公園管理棟の供用開始
③ 「放置艇解消のための基本方針」の改定
④ 広島港出島地区国際海上コンテナターミナル整備事業の着工
⑤ カーボンニュートラルポート（ＣＮＰ）形成準備会の開催

① Ｒ４.７.７
② Ｒ４.10.１
③ Ｒ４.10.19
④ Ｒ４.11.20
⑤ Ｒ４.12.26

①ベイサイドビーチ坂の港湾施設の管理運営について、より効果的な施設の利活用や年間を通じ
た新たな賑わい創出のため、指定管理者制度から坂町への事務委託へ変更した。

観音マリーナ海浜公園管理棟

③ 「放置艇解消のための基本方針」を改定し、令和７年度末の放置艇数０隻を目標として、既存
ストック活用によるプレジャーボート係留保管場所の確保などに取り組んでいくこととした。
また、係留保管場所の届出促進を図るため、電子申請システムによる提出方法を、令和５年４
月１日から導入した。

④広島県の基幹産業である自動車関連企業や産業機械等の製造産業等の企業の国際競争力の向上
を図るため、広島港出島地区国際海上コンテナターミナル整備事業が着手された。

⑤ＣＮＰの形成に向けて、広島港及び福山港のＣＮＰ形成準備会を開催し、関係者と意見交換を
行った。

②観音マリーナ海浜公園管理棟の供用を開始するとともに、ネーミングライツパートナーにヤマ
ネホールディングス（株）を選定し、愛称を「山根木材マリーナセンター」として、供用記念
式典において愛称披露を行った。

広島港出島地区国際海上コンテナターミナル整備事業着工
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持続可能なまちづくり

① Ｒ４.７.１
② Ｒ４.９.17

～11.23
③ Ｒ５.３

②広島県や各市町等で構成する「ひろしまはなのわ魅力推進協議会」 において、 各地で開催す
るイベントの効果を高めるとともに、県民が「花や緑の地域資源の魅力を再発見」する機会を
創出するため、モバイル方式のスタンプラリーを開催した。

①「広島県内のマンションの適切な維持管理の実施や建替えが進み、安全性や質の向上が図られて
いる」ことを目指す姿とした「広島県マンション管理適正化推進指針」を策定した。

① 広島県マンション管理適正化推進指針の策定
② はなのわデジタルdeスタンプラリーの開催

③ 土砂災害特別警戒区域の逆線引きの実施箇所の確定

③全国に先駆けて実施している「市街化区域内の土砂災害特別警戒区域を市街化調整区域に編入
（逆線引き）する取組」について、令和６年度の都市計画変更に向け、関係する全13市町と連
携し、土地所有者等を対象とした説明会や個別説明を行い、実施箇所（約500箇所）を確定し
た。

はなのわデジタルdeスタンプラリー チラシ

福山市での逆線引きについての説明会（Ｒ４．６）
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ひろしまの建築物のブランド化

① 魅力ある建築物創造創造事業 情報発信イベント2023の開催
② 福山駅前交番庁舎完成、建物見学会の開催

① Ｒ５.２.24
② Ｒ５.３.23

①魅力ある建築物創造事業の情報発信として、著名建築家の伊東豊雄氏、乾久美子氏等を招き、
宮島ターミナル、広島型建築プロポーザル等をテーマに講演会を実施した。

②広島型建築プロポーザル方式を活用し設計をした、福山駅前交番庁舎が完成し、建物見学会
を開催した。

魅力ある建築物創造創造事業 情報発信イベント2023 福山駅前交番庁舎 建物見学会

効果的・効率的なインフラマネジメントの推進

広島県建設分野の革新技術活用制度の開始 Ｒ４.４.19

革新技術活用制度 リーフレット

・これまでの施設の長寿命化に加え、インフラの整備・維持管理の効率化・高度化に資する革
新技術の登録制度を開始した。
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3,700km 全国7位
資料出所：道路統計年報2021

県道実延長

土砂災害警戒区域数

1,749件 全国1位
資料出所：国土交通省砂防部 （R4.12.21）

※過去10年間（H25～R4）

土砂災害発生件数

387㎞ 全国4位
資料出所：道路統計年報2021

高速自動車国道延長

(2) 指標で見る土木建築局

47,749箇所 全国1位
資料出所：砂防課公表（R5.3.23)

県管理河川延長

2,742km 全国13位
資料出所：道路河川管理課調べ（R4.4.30現在）

3,771,706人 全国1位
資料出所：港湾統計年報（R3）

船舶乗降人員数(厳島港)
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18,713戸 全国11位
資料出所：令和4年度国土交通省

着工新設住宅戸数

14,307隻 全国1位
資料出所：平成30年度プレジャーボート全国
実態調査

プレジャーボート総隻数

1,431千戸 全国11位
資料出所：総務省統計局(R元.9.30)

総住宅数

76.8％ 全国20位
資料出所：国土交通省(R4.3.31)

公共下水道普及率

都市公園等箇所数

3,266箇所 全国10位
資料出所：国土交通省（R4.3.31)
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(１) 平成30年７月、令和３年７月・８月豪雨災害など激甚化・頻発化する気象災

害等からの早期の復旧・復興に向けて、再度災害防止対策等に引き続き全力を

あげて取り組む。

(２) 「安心 誇り 挑戦 ひろしまビジョン」が目指す県土の将来像を実現するた

め、国の「防災・減災、国土強靭化のための５か年加速化対策」を最大限活用

しながら、「社会資本未来プラン」に基づく各施策を着実に推進する。

［施策Ⅰ］ 安全・安心を支える総合的な県土の強靭化

防災・減災対策の充実・強化

安全で快適な交通環境づくりの推進

［施策Ⅱ］ 交流・連携を支えるネットワークの充実・強化

経済・物流を支える基盤の強化

集客・交流機能の強化とブランド力向上

［施策Ⅲ］ 魅力的で持続可能な社会を支える基盤形成

コンパクトで持続可能なまちづくりの推進

環境保全と循環型社会の構築

［共通施策］ 社会資本の適切な維持管理の推進

修繕方針に基づく計画的なインフラ老朽化対策の推進

［効果を高めるための施策］ 広島デジフラ構想の推進

デジタル技術を最大限活用したインフラマネジメントの推進

インフラマネジメント基盤「ＤｏｂｏＸ」の運用・機能拡張

（データの追加、国や市町等とのデータ連携の拡大、３Ｄデータ活用 等）

歴史的建造物などを、ドローンによる映像や仮想空間等で再現し、

疑似的な観光体験等を可能とするインフラツーリズムの推進

BIM/CIMの活用やICT建設機械による施工など、i-Constructionの推進

建設分野におけるデジタルリテラシー向上に係る研修の実施 等

※ ＤｏｂｏＸとは…インフラマネジメント基盤の呼称、土木×ＤＸ＝ドボックス

※ 令和５年度当初予算、令和４年度２月補正予算、令和４年度12月補正予算を一体的に編成

(1) 予算編成のポイント

２ 令和５年度土木建築局行政の基本方針
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(2) 土木建築局における施策体系と主な施策

主な施策 事　　業　　概　　要 担当課

安全・安心を支える総合的な県土の強靭化

取組方針①　　防災・減災対策の充実・強化

河川課

　平成30年７月豪雨災害や令和３年豪雨災害、東日本大震災、熊
本地震等を踏まえ、大規模災害の発生に備えた社会インフラの整
備として、災害時の緊急車両の迅速かつ円滑な災害支援活動を確
保するため、緊急輸送道路の機能強化や災害対応能力の向上に資
する道路ネットワークの多重性・代替性の確保を計画的に推進す
る。

災害に強い道路
ネットワークの充実

地震・高潮対策の
推進

　人口・資産が集中する本県の沿岸域は、高潮や波浪等によって
度重なる被害を受けてきた。
　このため、東日本大震災を踏まえた国による防災対策の方針に
基づき、本県においても適切な対応を図っていくとともに、効率
的かつ計画的に地震・高潮対策を進め、「安全・安心」を実感で
きる地域づくりを推進する。

建築物・住宅の耐震
化の促進

「防災・減災、国土
強靭化のための５か
年加速化対策」を活
用した県土の強靭化

　激甚化・頻発化する気象災害や巨大地震による社会経済活動へ
の影響を最小限とするため、国の「防災・減災、国土強靭化のた
めの５か年加速化対策」を最大限活用し、防災・減災対策の充
実・強化を図り、県土の強靭化に取り組む。

土砂災害防止対策の
推進

　大規模地震発生時において倒壊により多数の死傷者が発生する
恐れがある大規模建築物、早期の救助・復旧活動に関係する広域
緊急輸送道路沿道建築物、居住者の生命、身体及び財産の保護に
重要な住宅について、建築物所有者のコスト低減につながる支援
を行うことにより、これら耐震化の促進を図る。

河川課
港湾漁港整備課

砂防課

建築課

施策
体系

　平成30年７月豪雨、令和３年７月・８月豪雨等による災害の発
生など、気候変動による豪雨等が激甚化・頻発化している中、効
果的に事前防災を進めるため、人口・資産の集積状況や防災拠点
等の立地状況など、河川の氾濫による社会的影響を考慮し重点化
を図った上で、ハード対策を進める。
　また、施設の能力を上回る洪水から人命を守る取組として、よ
りきめ細かな河川防災情報の提供や、水害リスクを正しく理解し
てもらうための情報発信など、住民の主体的な避難行動につなげ
るソフト対策の充実・強化を図る。
　さらに、事前防災を加速するため、流域全体のあらゆる関係者
が協働して治水対策を行う「流域治水」を強力に推進し、多様な
主体の様々な取組を流域一体となって進めていく。

総合的な河川防災
対策の推進

道路整備課
都市環境整備課

土木建築総務課

　平成30年７月豪雨の被災地における再度災害防止に最優先で取
り組む。また、今後も激甚化が懸念される土砂災害から県民の命
と暮らしを守るため、効果的なハード対策を着実に進めつつ、既
存施設を適切に維持管理するとともに、県民一人ひとりの適切な
避難行動につながるソフト対策を推進する。

盛土に伴う災害防止
の推進【新規】

　「宅地造成及び特定盛土等規制法」（盛土規制法）が施行され
ることに伴い、本法に基づく新たな規制区域を指定するととも
に、基礎調査（既存盛土調査）を実施することで、既存の盛土等
の分布や安全性について調査し、盛土等に伴う災害の防止に向け
た取組を推進する。

都市環境整備課
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主な施策 事　　業　　概　　要 担当課
施策
体系

取組方針②　　安全で快適な交通環境づくりの推進

交流・連携を支えるネットワークの充実・強化

取組方針③　　経済・物流を支える基盤の強化

　学校に通う児童、高齢者や障害者をはじめとする誰もが安全で
安心して活動できる生活空間を形成するため、通学路の安全確
保、歩行空間のバリアフリー化、交通事故の対策など、安全で快
適な道路空間の形成を推進する。
　特に通学路については、令和３年６月に発生した千葉県八街市
での交通事故を受け、教育委員会や警察等の関係機関と連携して
実施した通学路合同点検の結果を踏まえて、地域の実情に対応し
た効果的な対策に取り組む。

道路河川管理課
港湾振興課

道路企画課
道路整備課

道路企画課
道路整備課

広島空港への
アクセス強化

放置艇対策の推進

　広島都市圏が、中四国地方の中枢都市として、更に拠点性を高
めていくためには、定時性・高速性に優れた道路網の整備が緊急
の課題となっている。
　このため、広島都市圏の自動車専用道路網を構成する路線につ
いて「指定都市高速道路」として、段階的に整備を進めることと
している。
　令和５年度は、引き続き、広島高速５号線の整備を促進すると
ともに、広島高速２号線大州出入路へのアクセス道路である一般
県道広島海田線の整備を推進する。

　広島空港への高いアクセシビリティの実現に向けて、道路の速
達性の向上、及び定時性や多重性の確保に取り組み、広島都市圏
からのアクセスの機能強化を推進する。

新たな経済成長を
支える物流基盤の
充実・強化

　本県の新たな経済成長への挑戦を支えるため、アジアの経済成
長や国際化の進展に合わせたグローバルゲートウェイ機能の強化
を図る。
　また、本県の強みである井桁状の高速道路ネットワークを活か
したＩＣアクセス道路の整備、高速道路ネットワークとグローバ
ルゲートウェイや産業集積地をつなぐ広域交通ネットワークの強
化などにより、企業活動を支え、生産性向上に資する物流基盤の
充実・強化を推進する。

道路整備課
交通安全施設等整備
の推進

道路企画課
道路整備課
港湾漁港整備課
都市環境整備課

広島高速道路及び
関連道路の整備推進

　公有水面に係留されているプレジャーボート等の放置艇に対す
る規制強化及び所有者の意識改革を進めることにより、災害時の
放置艇流出被害の防止及び係留保管の秩序の確立による公有水面
利用の適正化を図る。
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主な施策 事　　業　　概　　要 担当課
施策
体系

取組方針④　　集客・交流機能の強化とブランド力向上

広島空港の拠点性強
化【一部新規】

　空港運営権者や関係機関と連携し、広島空港の航空ネットワー
クの拡充や空港アクセスの利便性向上等に取り組むことにより、
国内外のビジネス、観光等の交流を拡大するとともに、県民の利
便性を高める。

空港振興課

取組方針⑤　　コンパクトで持続可能なまちづくりの推進

交通の円滑化などに
よりまちづくりを促
進する連続立体交差
事業等の推進

　広島都市圏東部地域において、広島市と共同で実施する鉄道の
高架化と併せて、関連する都市計画道路の整備や土地区画整理事
業を促進することにより、都市交通の円滑化を図るとともに、鉄
道により分断された市街地の一体化による都市の活性化を図る。

都市環境整備課

　人口減少下においても、県民生活や地域経済などを将来にわ
たって維持していくため、災害リスクが低く利便性の高いエリア
へ居住が誘導された集約型都市構造を形成するとともに、地域の
特性を生かした魅力的なまちづくりの推進を図る。

みなとの賑わいづく
りの促進

安全で魅力的な
まちづくりの推進
【一部新規】

　本県は、豊かな自然や歴史的な町並み、風光明媚なサイクリン
グロードなど、国内外からの観光客を呼び込むための多彩で魅力
ある観光資源を多数有している。
　こうした本県の強みを生かし、インバウンド効果を高め、更な
る観光交流人口、観光消費額の増加や観光客の満足度向上につな
げるため、井桁状高速道路ネットワークを最大限活用した道路
ネットワークの強化や近隣県と連携した広域的な周遊を促す道路
整備により観光振興を図るとともに、「しまなみ」を核としたサ
イクリングロードの受入環境整備等によりブランド力向上に取り
組む。

道路整備課
都市環境整備課

道路企画課
道路整備課

コンパクト+ネット
ワーク型のまちづく
りを支える社会資本
整備の推進

鞆地区振興推進費

　鞆地区の再生・活性化に向けたまちづくりを促進するために、
生活利便性の向上や安全・安心の確保などを図ることを目的とし
た鞆地区の地域振興に係る事業について、福山市と連携・協力
し、地元住民の方々と意見交換を重ねながら、取組を進める。

道路整備課
港湾漁港整備課
地域力創造課
（地域政策局）

　円滑な都市活動を支え、都市活動の活性化を図ることで魅力あ
る地域環境を創出する。
　「広島県中山間地域振興条例」に掲げる豊かで持続可能な中山
間地域の実現を目指し、地域の自立を支える生活交通の確保・地
域連携や、中心市と周辺地域の機能連携を促進することにより、
地域社会の活性化を図る。

魅力的で持続可能な社会を支える基盤形成

活力と魅力ある
都市再生の推進

都市環境整備課
建築課

　県の中枢拠点性の向上に資する基町相生通地区の市街地再開発
事業を支援し、紙屋町・八丁堀地区の活性化に向けたリーディン
グプロジェクトとしてふさわしい都市空間の整備を図る。
　県の発展に重要な地区において、まちづくりの中核となる施設
を整備することにより、地域の活性化につなげるとともに、県の
広域的ポテンシャルの向上を図るため、広域交通結節点として県
東部地域の拠点である福山駅周辺地区の再生を支援する。

観光周遊を促進する
道路ネットワークの
強化

　「瀬戸内ブランド」の形成に資する「瀬戸内　海の道構想」の
一環として、多くの人々が訪れ、憩い、楽しめる、活気と賑わい
のある魅力的な空間を創出するため、みなとを臨海部の賑わい拠
点として整備し、観光・交流機能の強化を図る。

港湾漁港整備課

都市計画課
住宅課
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主な施策 事　　業　　概　　要 担当課
施策
体系

移住定住に向けた空
き家の有効活用の促
進

　空き家に関する対策については、市町や関係団体等の取組を、
県が広域的な視点から支援することとしており、広島県空き家対
策推進協議会等の会議を通じて、県内市町の先進事例等の情報を
共有するとともに、専門家派遣により、市町や地域が抱える課題
の解決を図る。
　また、移住者受入れの基盤となる空き家バンクの充実等を支援
することで、市町が取り組む空き家対策の推進を図るとともに、
空き家バンクの効果的な情報発信により、移住希望者とのマッチ
ングを促進する。

住宅課

取組方針⑥　　環境保全と循環型社会の構築

カーボンニュートラ
ルポート（ＣＮＰ）
形成に向けた取組の
推進【新規】

ゆとりと潤いのある
都市空間の創出

誰にでもやさしい安
心した暮らしの確保

営繕課
ブランド向上に資す
る魅力ある建築物の
創造

　本県のブランドイメージの向上を図るため、魅力ある公共建築
物の創造・発信やクリエイティブな人材の育成などを積極的に推
進する。

　誰にでもやさしい安心した暮らしの確保の一環として、低額所
得者の良好な住環境を確保するため、「県営住宅再編５箇年計
画」に基づき、県営住宅の再編整備及び既存住宅の長寿命化工事
等を行う。

都市環境整備課

住宅課

汚水処理対策の推進

　公園・緑地等のオープンスペースの充実により、ゆとりと潤い
のある都市空間の創出を図り、人を惹きつける活力のあるまちづ
くりを推進する。

　汚水処理対策は、快適な生活環境を創造するとともに、水質改
善と健全な水環境の維持・回復を図るものであり、各種汚水処理
施設（公共下水道、農業・漁業集落排水、合併処理浄化槽等）の
整備を効率的かつ計画的に進めるため、「広島県汚水適正処理構
想」に基づき、各市町と連携を図りながら汚水処理施設の整備を
推進する。

港湾漁港整備課
都市環境整備課

　国際物流の結節点かつ産業拠点となる港湾において、水素・燃
料アンモニア等の大量・安定・安価な輸入や貯蔵等を可能とする
受入環境の整備や、脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化、集積
する臨海部産業との連携等を通じて温室効果ガスの排出を全体と
してゼロにするカーボンニュートラルポート（以下「ＣＮＰ」と
いう。）形成に向けた取組を推進することとし、官民連携により
港湾やその周辺の地域の脱炭素化を目指す。

港湾漁港整備課
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主な施策 事　　業　　概　　要 担当課
施策
体系

社会資本を支える担い手の確保・育成

多様な主体との連携

技術企画課
道路整備課
河川課
砂防課
港湾漁港整備課
都市環境整備課

デジタルトランスフォーメーション（広島デジフラ構想）の推進

デジタル技術を活用
したインフラマネジ
メントの推進【一部
新規】

　社会資本整備の調査・設計・施工から維持管理のあらゆる段階
において、デジタル技術を最大限に活用した、より効果的・効率
的なインフラマネジメントを推進し、県民の安全・安心や利便
性、建設分野の生産性を向上させる。
　さらに、県が保有する様々なインフラデータを誰もが利活用で
きるようオープンデータ化し、民間企業等との連携を推進するこ
とで、防災・物流・交通・観光など幅広い領域において、官民
データを組み合わせた新しいサービスや付加価値の創出を目指
す。

建設ＤＸ担当
道路整備課
河川課
砂防課
港湾漁港整備課
都市計画課

建設技術者等の確保
　県民の安全・安心を守るための防災・減災対策等を推進してい
くに当たり、県内建設業者において、工事を着実に実施していけ
るよう、不足している建設技術者等の確保を図る。

計画的に推進するための取組

建設産業課

　中山間地域をはじめとした各地域の特色に合わせて県民の安
全・安心を確保していくために、県土の基盤である社会資本を適
切に維持管理していくなどの県土保全対策に重点的に取り組む。

ひろしまアダプト活
動の推進

　官民協働で道路や河川等の公共土木施設の環境美化に取り組む
ため、アダプト活動※認定団体に対し、活動経費の一部を支援す
る。
　このことにより、新たな公共サービスの担い手として地域住民
等が自発的に参加するアダプト活動を積極的に促進し、県民の公
共施設への愛着心の醸成や住民主体の地域づくりの推進を図る。

道路河川管理課

道路整備課
河川課

社会資本の適切な維持管理の推進

効果的・効率的な
維持管理の推進

　社会資本は、その多くが高度経済成長期に整備されており、建
設後50年以上を経過する施設が20年後には橋梁で約８割、砂防堰
堤で約９割となるなど、高齢化した施設の割合が増大しているこ
とから、老朽化対策の更なる強化が必要となっている。
　「インフラ老朽化対策の中長期的な枠組み」と橋梁など主要な
施設分類毎の「修繕方針」に基づき、防災・減災や県土の強靭化
などに資する既存インフラの機能維持を図るための重点的な老朽
化対策を実施する。また、「建設分野の革新技術活用推進事業」
により、これまでの施設の長寿命化に加え、インフラの整備・維
持管理の効率化・高度化に資する革新技術の活用を推進する。

計画的な県土保全
対策の推進
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令和５年度土木建築局　　　　　　　及び関係地方機関組織図

都市建築技術審議官

空港港湾担当部長 建築技術担当部長

令和５年４月１日現在
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(2)  職員現員表 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(令和5年4月1日現在)

土木 建築 その他 小計

27 4 2 6 33 50 83 広島市 1

11 1 1 12 12 呉市 1

9 1 1 10 10 竹原市 1

5 17 17 22 22 三原市 1

4 1 5 5 5 福山市 1

19 0 2 21 21 三次市 1

8 8 8 8 大竹市 1

16 16 16 16 廿日市市 2

18 18 1 1 20 20 江田島市 1

1 15 15 16 16 熊野町 1

12 0 12 12 坂町 1

24 0 1 25 25 熊本県球磨村 1

19 19 19 19 計 13

8 8 5 13 1 22 22 土地開発公社 3

15 6 21 21 21 道路公社 5

4 15 2 17 21 21 広島高速道路公社 22

10 20 20 1 1 32 32 住宅供給公社 1

35 24 59 2 1 62 62 日本下水道事業団 1

130 124 85 27 236 4 7 377 50 427 ㈱港湾管理センター 2

58 87 12 99 6 9 172 172 広島県土木協会 3

呉支所 18 33 33 3 2 56 56 計 37

廿日市支所 13 33 33 3 2 51 51 50

安芸太田支所 18 31 31 3 52 52

東広島支所 22 52 52 5 3 82 82

37 82 9 91 2 4 134 134

三原支所 31 50 50 6 87 87

12 34 6 40 3 55 55

庄原支所 13 27 27 3 1 44 44

22 22 22 2 2 48 48

244 451 27 0 478 36 23 781 0 781

374 575 112 27 714 40 30 1,158 50 1,208

所　　　属　　　名 事務
技　　術 再任用

職員
(ﾌﾙﾀｲﾑ)

再任用
職員

(3/4勤務)

合計 派遣
職員
総数

 派 遣 の 内 訳

本
　
　
　
　
　
庁

土木建築総務課・経営企画監

建設産業課

用地課

技術企画課

道路河川管理課

道路企画課

道路整備課

河川課

砂防課

空港振興課

港湾振興課

港湾漁港整備課

建設ＤＸ担当

市
町
等
派
遣

合　　　　計

地
　
　
方
　
　
機
　
　
関

西部建設事務所

合　　　計

東部建設事務所

北部建設事務所

広島港湾振興事務所

計

公
社
等
派
遣

都市環境整備課

建築課

住宅課

営繕課

計

都市計画課
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(3) 地方機関等の位置等 
（行政機関） 

名     称 
位     置 

電 話 番 号 

所   管   区   域 

土木 

に関する事務 

建築 

に関する事務 

広 島 県 西 部 建 設 事 務 所 

広島市南区比治山本町

16-12 

（082）250-8151 

（建設総務課） 

広島市、安芸高田市、江田島

市、安芸郡 広島市、呉市、竹原市、大竹

市、東広島市、廿日市市、安

芸高田市、江田島市、安芸

郡、山県郡、豊田郡 

建設業・宅建業に関する

事務については、大竹市、

廿日市市及び山県郡を含

む 

広島県西部建設事務所呉支所 
呉市西中央一丁目3-25 

（0823）22-5400 
呉市  

広島県西部建設事務所廿日市支所 
廿日市市桜尾本町11-1 

（0829）32-1141 

大竹市、廿日市市 

 建設業・宅建業に関する 

事務を除く 

広島県西部建設事務所安芸太田支所 

山県郡安芸太田町加計

3087 

（0826）22-0541 

山県郡 

 建設業・宅建業に関する 

事務を除く 

広島県西部建設事務所東広島支所 
東広島市西条昭和町13-10 

（082）422-6911 
東広島市、竹原市、豊田郡  

広 島 県 東 部 建 設 事 務 所 
福山市三吉町一丁目1-1 

（084）921-1311 

福山市、府中市、神石郡 

三原市、尾道市、福山市、府

中市、世羅郡、神石郡 
建設業・宅建業に関する

事務については、三原市、

尾道市及び世羅郡を含む 

広島県東部建設事務所三原支所 
三原市円一町二丁目4-1 

（0848）64-2322 

三原市、尾道市、世羅郡 

 建設業・宅建業に関する 

事務を除く 

広 島 県 北 部 建 設 事 務 所 
三次市十日市東四丁目6-1 

（0824）63-5181 

三次市 

三次市、庄原市 建設業・宅建業に関する

事務については、庄原市

を含む 

広島県北部建設事務所庄原支所 
庄原市東本町一丁目4-1 

（0824）72-2015 

庄原市 

 建設業・宅建業に関する 

事務を除く 

広島県広島港湾振興事務所 

広島市南区宇品海岸 

二丁目23-53 

（082）251-7117 

広島港、小用港、鹿川港、中田港、三高港、草津漁港、五

日市漁港及び広島市似島海岸（地先海面を含む）  
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 (5) 土木建築局組織の沿革 

年 月 日 
事             項 

本    庁 地 方 機 関 

 
昭和25. 1. 1 

現在 
 
 
 
 
 
 
 
  26. 8. 1 
 
  26. 8.11 
 
 
  26. 9. 1 
 
  26.12.18 
 
 
 
 
 
  28. 1.16 
 
  28. 8.14 
 
  29.11. 1 
 
 
 
  30. 7. 8 
 
  31. 5. 1 
 
 
  35. 4. 1 
 
 
    36. 4. 1 
 
    36.10. 7 
 
 
 
 
    37. 4. 1 
 
    37.10. 1 
 
    38. 4. 1 
 
  39. 4. 1 
 

 
 土木部（６課） 
  監理課、道路課、河川課、港湾課、砂

防課、計画課 
 建築部（３課） 
  建築課、住宅課、営繕課 
 
 
 
 
 住宅課を廃止 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 土木部と建築部を統合し土木建築部に改称 
  ８課 監理課、道路課、河川課、港湾課、 

砂防課、計画課、建築課、営繕課 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 土地開発課を設置 
 
 土地開発課を開発課に改称 
 
 
 
 
 
 
 開発課を開発第一課と開発第二課に改称 
 
 住宅課を再設 
 
 計画課を都市計画課に改称 
 
 
 
 
 

 
 広島、呉、廿日市、福山、三原、加計、 

吉田、三次、庄原、西条、上下、竹原 
の各土木出張所 

 広島港事務所、福山港修築事務所、 
広島復興事務所、能美江田島土木工事事務所、 
黒瀬川改修事務所、沼田川改修事務所、 

 呉砂防工事事務所、厳島公園事務所、 
史蹟名勝厳島災害復旧工事事務所 

 
 
 
 史蹟名勝厳島災害復旧工事事務所を廃止 
 厳島公園事務所を廃止 
 
 黒瀬川改修事務所を廃止 
 
 沼田川改修事務所を廃止 
 水内川土木災害復旧臨時事務所を設置 

（31. 5. 1廃止） 
 津田土木災害復旧臨時事務所を設置 

（31. 5. 1廃止） 
 
 幕之内隧道事務所を設置（31. 4.24廃止） 
 
 福山港修築事務所を福山港事務所に改称 

（36.10. 7 廃止） 
 
 
 
 
 呉砂防工事事務所を廃止 
 
 能美江田島土木事務所を廃止 
 大柿土木出張所を新設 
 
 東部地区開発調査事務所を設置 

（38. 3.31 廃止） 
 
 
 
 広島復興事務所を広島都市計画事務所に改称 
 都市計画苗圃事務所を設置（43. 4. 1 廃止） 
 福山臨海工業地帯建設局を設置（44. 4. 1廃止） 
              開発局へ 
 
 工業用水道建設事務所を設置（40. 4. 1廃止） 
 
 
 
 
 
 土木出張所を土木建築事務所（広島、呉、
三原、福山、三次）、 

 土木事務所（廿日市、大柿、加計、吉田、
西条、竹原、上下、庄原）に改称 

 
 

 

-25-



 

年 月 日 
事              項 

本    庁 地 方 機 関 

 
昭和41. 1. 1 
 
 
    42. 4. 1 
 
    43. 4. 1 
 
 
    44. 4. 1 
 
 
 
    45. 4. 1 
 
 
 
    46. 4. 1 
 
 
    47. 4. 1 
 
 
 
 
    48. 4. 1 
 
    49. 4. 1 
 
    49. 4.20 
 
    51. 4. 1 
 
 
 
 
    52. 4. 1 
 
    55. 4. 1 
 
 
    56. 4. 1 
 
    58. 4. 1 
 
 
 
 
 
 
平成 2. 4. 1 
 
 
   4. 4. 1 
 
 
 
 
 

 
 道路課を道路維持課と道路建設課に改称 
 開発第一課と開発第二課を開発課に改称 
 
 開発課を開発用地課と工業用水道課に改称 
 
 高速道路室を設置（44.4.1廃止） 
 広域利水調査室を設置（44.4.1廃止） 
 
 企画調査室を設置（47.4.1廃止） 
 用地課を設置 
 （開発局設置   49.6.5 企業局に改称） 
 
 
 
 
 
 技術管理室を設置 
 
 
 土木建築部の内局として都市局を設置 
 都市整備課を設置 
  ４課 都市計画課、都市整備課、 

建築課、住宅課 
 
 都市局に下水道課と学園都市建設課を設置 
 
 河川開発室を設置 
 
 
 
 土木建築部を土木部と都市部に分離し、
都市部に営繕課を加える 
 技術管理室を技術管理課に改称 
 河川開発室を河川開発課に改称 
 
 都市総務課を設置し、学園都市建設課を廃止 
 
 
 
 
 都市総務課を廃止 
 
 土木部と都市部を統合して土木建築部となる 
 土木建築部の内局として都市局を設置 
  ６課 都市計画課、都市整備課、 

下水道課、建築課、住宅課、営繕課 
 河川開発課を廃止 
 部の内室としてダム建設室を設置 
 
新空港地域整備室を設置 

 
 
 土木建築部の内局として空港港湾局を設置 
 [１課１室 新空港地域整備室、港湾課] 
 都市局のうち、都市計画課、都市整備課及

び下水道課を再編整備し、都市政策課、都
市計画課及び公園下水道課に改組 

 

 
 廿日市土木事務所を 

廿日市土木建築事務所に改称 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 広島港事務所を廃止し、 

広島臨海工業地帯建設局を設置 
 （47. 4. 1廃止、広島港湾事務所となる） 
 
 
 
 
 中国縦貫道用地事務所を設置 

（48．3．31廃止） 
 
 
 
 瀬戸内海大橋用地事務所を設置 
 
 
 
 西条土木事務所を東広島土木事務所に改称 
 

東広島土木事務所を 
東広島土木建築事務所に改称 

 
 
 
 
 
 広島都市計画事務所を廃止し、 

太田川流域下水道事務所を設置 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
企画振興部から新空港地域整備事務所を移管 

 広島港湾事務所を広島港湾振興局に改組 
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年 月 日 
事              項 

本    庁 地 方 機 関 

 
平成 5. 4. 1 
 
 
 
 
     5.10.29 
 
     6. 4. 1 
 
 
 
 
 
     8. 4. 1 
 
 
 
    10. 3.31 
 
    10. 4. 1 
 
 
    12. 3.31 
 
    12. 4. 1 
 
 
 
 
    13. 4. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  14．3.31 
 
  15. 4．1  
 
  17. 3.31 
 
 
 
  17. 4. 1 
 
 

 
新空港地域整備室と航空交通対策課（企

画振興部）を統合して空港対策課を設置 
空港対策課の課内室として新空港地域整備室

及びコミューター飛行場整備室を設置 
 
 コミューター飛行場整備室を廃止 
 
 河川課の課内室としてダム建設室を設置 
 港湾課の課室内として 

広島みなとまちづくり推進室を設置 
 新空港地域整備室を 

空港地域整備室に改称 
 
 道路建設課の課内室として 

幹線道路計画室を設置 
 営繕課の課内室として設備室を設置 
 
 
 
 広島みなとまちづくり推進室を 

港湾振興室に改称 
 
 
 
 監理課の課内室として建設産業室を設置 
都市局のうち、都市政策課及び都市計画

課を再編整備し、都市政策課及び都市整備
課に改組 
 
 組織再編により、課を廃止し、 

総室及び室を設置 
 ７総室  

管理総室、技術管理総室、道路総室、 
河川砂防総室、空港港湾総室、 
都市総室、建築総室 

 31室 
 総務室、建設産業室、用地指導室、 

用地管理室、技術総務室、技術調整室、 
 技術指導室、道路総務室、道路企画室、 

道路整備室、道路保全室、河川管理室、 
河川企画整備室、ダム室、砂防室、 
空港振興室、港湾管理室、 
港湾企画整備室、港湾振興室、 
都市総務室、都市企画室、都市整備室、 
開発指導室、下水道室、建築総務室、 
住宅企画室、住宅管理室、住宅整備室、 
建築指導室、営繕室、設備工事室 

 
 
 
 総務室を土木建築総務室に改称 

 
 
 
 
 
 
 広島西飛行場事務所を設置 
 
 新空港地域整備事務所を 

空港地域整備事務所に改称 
 
 
 
 
 
 
 
 
 瀬戸内海大橋用地事務所を廃止 
 
 
 
 
 太田川流域下水道事務所を廃止 
 
 
 
 
 
 
 組織再編により、土木(建築)事務所を廃
止し、地域事務所建設局（支局）を設置 
 広島地域事務所建設局 
 広島地域事務所建設局廿日市支局 
 呉地域事務所建設局 
 呉地域事務所建設局大柿支局 
 芸北地域事務所建設局 
 芸北地域事務所建設局吉田支局 
 東広島地域事務所建設局 
 東広島地域事務所建設局竹原支局 
 尾三地域事務所建設局 
 福山地域事務所建設局 
 備北地域事務所建設局 
 備北地域事務所建設局上下支局 
 備北地域事務所建設局庄原支局 
 
 
 
 
 空港地域整備事務所を廃止 
  
 
 
 呉地域事務所建設局大柿支局、芸北地域
事務所建設局吉田支局、備北地域事務所建
設局上下支局を廃止 
 
 広島地域事務所建設局に大柿維持管理
分室及び吉田維持管理分室を設置 
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年 月 日 
事              項 

本    庁 地 方 機 関 

 
平成18. 3.31 
 
  
  18. 4. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  20. 4. 1 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. 4. 1 

 
 
 
 
組織再編により、都市局、空港港湾局を

都市部、空港港湾部に改組、総室・室の統
合とともに、「総室」を「局」に名称変更 
 
 ３部 
 土木部、都市部、空港港湾部 
 ４局 
 総務管理局、土木整備局、都市事業局、 
 空港港湾事業局 
 22室 
 土木総務室、建設産業室、用地室、 
  技術企画室、技術指導室、道路河川総務室、 
 道路企画室、道路整備室、道路保全室、 
 道路河川管理室、河川企画整備室、 
  ダム室、砂防室、都市総務室、都市企画室、 
 都市整備室、下水道室、建築指導室、 
  住宅室、空港振興室、港湾管理室、 
  港湾企画整備室 
 
組織再編により、「部」「局」「室」制か

ら「局」「部」「課」制へ移行、３部４局22
室を２局３部17課に改組し、６つの課内室
を設置 
 
 ２局 
 土木局、都市局 
 ３部 
 総務管理部、土木整備部、空港港湾部 
 17課 
 土木総務課、建設産業課、用地課、技術

企画課、土木整備管理課、道路企画課、
道路整備課、河川課、砂防課、空港振興
課、港湾管理課、港湾企画整備課、都市
事業管理課、都市企画課、都市整備課、
建築課、住宅課 

 ６室 
 技術指導室、道路河川管理室、ダム室、

港湾振興室、下水道室、住宅管理室 
 

 
 広島地域事務所建設局大柿維持管理分
室及び吉田維持管理分室を廃止 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
組織再編により、地域事務所建設局（支

局）を廃止し、建設事務所（支所）を設置 
 西部建設事務所 
西部建設事務所呉支所 
西部建設事務所廿日市支所 
西部建設事務所安芸太田支所 
西部建設事務所東広島支所 
東部建設事務所 
東部建設事務所三原支所 
北部建設事務所 
北部建設事務所庄原支所 

 
 広島港湾振興局を 

広島港湾振興事務所に改称 
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年 月 日 
事              項 

本    庁 地 方 機 関 
 
平成22. 4. 1 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23．4．1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24．4．1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  24.11.15 
 
 

25．4．1 

 
 組織再編により課内室を廃止 
室廃止に伴い、土木整備管理課を道路河

川管理課に、港湾管理課を港湾振興課に改
称 
 
都市局のうち、都市事業管理課、都市企

画課及び都市整備課を再編整備し、都市政
策課、都市整備課及び都市環境課に改組 
  
 ２局 
 土木局、都市局 
 ３部 
 総務管理部、土木整備部、空港港湾部 
 17課 
土木総務課、建設産業課、用地課、技術
企画課、道路河川管理課、道路企画課、
道路整備課、河川課、砂防課、空港振興
課、港湾振興課、港湾企画整備課、都市
政策課、都市整備課、都市環境課、建築
課、住宅課 

 
組織再編により、「局」「部」「課」制か

ら「局」「課」制へ移行 
 
２局 

 土木局、都市局 
 17課 
土木総務課、建設産業課、用地課、技術
企画課、道路河川管理課、道路企画課、
道路整備課、河川課、砂防課、空港振興
課、港湾振興課、港湾企画整備課、都市
政策課、都市整備課、都市環境課、建築
課、住宅課 

 
組織再編により、都市局を土木局に統合 
都市政策課及び都市整備課を再編整備

し、都市計画課に改組 
都市環境課を下水道公園課に改称 
営繕課を総務局から土木局に移管 
 
１局 

 土木局 
 17課 
土木総務課、建設産業課、用地課、技術
企画課、道路河川管理課、道路企画課、
道路整備課、河川課、砂防課、空港振興
課、港湾振興課、港湾企画整備課、都市
計画課、下水道公園課、建築課、住宅課、
営繕課 
 
 
 
 
漁港に関する事務を農林水産局から移

管し、港湾企画整備課を港湾漁港整備課に
改称 
 
１局 

 土木局 
 17課 
土木総務課、建設産業課、用地課、技術
企画課、道路河川管理課、道路企画課、
道路整備課、河川課、砂防課、空港振興
課、港湾振興課、港湾漁港整備課、都市
計画課、下水道公園課、建築課、住宅課、
営繕課 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 広島西飛行場事務所を廃止し 

 広島へリポート管理事務所を設置 
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年 月 日 
事              項 

本    庁 地 方 機 関 
 
平成27. 3.31 
 
   27. 4. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   31. 4. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
令和2. 4. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 4. 1 
 

 
  
 

局名を土木局から土木建築局に、土木総
務課を土木建築総務課に改称 

土砂災害警戒区域等の指定を推進する
ため、土砂法指定推進担当を設置 
 
１局 

 土木建築局 
 17課１担当 
土木建築総務課、建設産業課、用地課、
技術企画課、道路河川管理課、道路企画
課、道路整備課、河川課、砂防課、土砂
法指定推進担当、空港振興課、港湾振興
課、港湾漁港整備課、都市計画課、下水
道公園課、建築課、住宅課、営繕課 
 
都市計画課及び下水道公園課を再編整

備し、都市計画課及び都市環境整備課に改
組し、下水道公園課を廃止 
 
１局 

 土木建築局 
 17課１担当 
土木建築総務課、建設産業課、用地課、
技術企画課、道路河川管理課、道路企画
課、道路整備課、河川課、砂防課、土砂
法指定推進担当、空港振興課、港湾振興
課、港湾漁港整備課、都市計画課、都市
環境整備課、建築課、住宅課、営繕課 
 
土砂災害警戒区域等の指定完了に伴い、 

土砂法指定推進担当を廃止 
 
１局 

 土木建築局 
 17課 

土木建築総務課、建設産業課、用地課、
技術企画課、道路河川管理課、道路企画
課、道路整備課、河川課、砂防課、空港
振興課、港湾振興課、港湾漁港整備課、
都市計画課、都市環境整備課、建築課、
住宅課、営繕課 
 

「広島デジフラ構想」に基づき、建設分野
においてデジタル技術を最大限活用した
幅広い取組を推進していくため、建設 DX
担当を設置 
 

１局 
 土木建築局 
 17課１担当 

土木建築総務課、建設産業課、用地課、
技術企画課、建設ＤＸ担当、道路河川管
理課、道路企画課、道路整備課、河川課、
砂防課、空港振興課、港湾振興課、港湾
漁港整備課、都市計画課、都市環境整備
課、建築課、住宅課、営繕課 

 
 広島へリポート管理事務所を廃止 
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